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被災された方々の生活再建に対する支援 

被災された方々の再建の選択肢と、受けることができる支援内容についてお知らせします。
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◇決められた区域内へ

の５戸以上での集団

移転に参加すること

により再建 

◇自力で再建 

（災害危険区域指定（平成

年 月 日）以降に申請し、

交付決定を受けたもの）

※再建する場所は問いません。

◇自力で再建 

（災害危険区域指定前に契

約したもの）

※市内で再建した方に限ります。

■住宅ローンに対する助成 

最大 708万円（利子補給） 

■引っ越し費用等に対する助成 

最大 78万円（実費支給） 

■従前地の買い取り 

■引っ越し費用等に対する助成 

最大 78万円 

■従前地の買い取り 

■敷金全額減免 

■住宅ローンに対する助成 

最大 708万円（利子補給） 

■引っ越し費用等に対する助成 

最大 78万円（実費支給） 

■従前地の買い取り 

■住宅ローンに対する助成 

【市独自の支援（利子補給）】

新築 最大 60万円 

改修 最大 30万円 

■従前地の買い取り 

■敷金全額減免 

金銭的な支援 生活再建支援金
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ほかに、「災害復興住宅融資」、「税制の特例措置」、「二重ローンの負担軽減補助」等の支援を受けられます。詳し

くは、市ホームページ等をご確認ください。

なお、防災集団移転促進事業やがけ地近接等危険住宅移転事業による助成を受けられない方々への市独自の支援

については、国から追加の財源が確保される見込みであり、拡大を検討しています。

がけ地近接等危険住宅移転 

主な復興事業の進捗状況と今後の予定（第６回：復興への道標）

毎月 日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。 月 日をもって、東日本

大震災から 年を迎えるにあたり、第 回は、この 年間でどのようなことが決まったか、皆さんの生活の道標

となるべく、「生活再建に対する支援」、「新たな防災・減災対策」、「復興まちづくりの姿（市街地・半島部等）」

について、お知らせします。
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◇自治体が整備する復

興公営住宅に入居 

なし 

【複数世帯】

〇全壊（半壊で解体含む）

建設・購入 300万円 

補修    200万円 

賃借    150万円 

〇大規模半壊

建設・購入 250万円 

補修    150万円 

賃借    100万円 

【単身世帯】

〇全壊（半壊で解体含む）

建設・購入 225万円 

補修    150万円 

賃借    112.5万円 

〇大規模半壊

建設・購入 187.5万円 

補修    112.5万円 

賃借    75万円 

■生活再建支援金とは

全壊および大規模半壊の世

帯、ならびに半壊または敷地

被害によりやむを得ず住宅を

解体した世帯に対し、被災程

度に応じて支給される“基礎

支援金”と、同対象の世帯が

住宅再建する際に支給される

“加算支援金”があります。

以下の金額は、基礎支援金

と加算支援金の合計額です。

※公営住宅の場合加算支援金なし 
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◇自力で再建 

※市内で再建する方に限ります。

■住宅ローンに対する助成 

【市独自の支援（利子補給）】

新築 最大 60万円 

補修 最大 30万円 
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震災後に新たに行う防災・減災対策

市では、東日本大震災規模の津波からの防災と最大クラスの津波からの減災を図るため、堤防や高盛土道路等の津波防

御施設の整備や集団移転の促進、避難路の整備、情報発信・伝達手段の整備等を行い、皆さんの安全を守ります。

 

津 波 避 難 タ ワ ー

 

津 波 避 難 ビ ル

 

避難路等の整備により万が一に備えます

誘 導 表 示 板

 

津波が発生する恐れがあるときに、皆さんに確実に避難していただくため、市では、新たなインフラの整備に取り組ん
でいます。

津 波 避 難 場 所 ・ 避 難 階 段

災害の状況をできるだけ早急かつ正確に伝えます 避難後の情報発信・伝達手段を維持します

 各学校避難所に無線設備を
配備し、発災後の連絡体制

を強化します。 市内全域でＦＭ放送の災害情報が聴けるよう、ＦＭ中継局を
設置します。

 緊急速報や災害情報をエリアメール
や災害情報メールで配信するととも

に、配信をスムーズにするため、一

斉配信システムを整備します。

 発災時に情報発信・伝達手
段の寸断が心配される地域

に、衛星通信を活用した通

信手段を配備します。

情報発信・伝達手段を整備します

発災後の情報発信・伝達手段を維持するために、市では、新たな設備やシステムの整備に取り組んでいます。

避 難 行 動 中 ・ 避 難 所 生 活  

× 

 災害情報を集約し、インターネットや携帯電話、市
独自のネットワーク（ ）を利用して発信する、

災害に強い情報連携システムを整備します。

被災情報 

救援情報 

安否情報 

避難所情報 

物資情報 

その他情報 

 
「病人がいます！」 

「食糧が足りない！」 

 防災行政無線のデジタル化により各地区の防災行政無線を
統合し、運用の向上を図ります。

発 災 直 後  

地震

津波

大雨

多重防御により皆さんの安全を守ります

新市街地の土地区画整理 高盛土道路・防災緑地 

防潮堤と合わせた二重の防御により、東日本大震災規模の津波

からの防災と最大クラスの津波からの減災を図ります。

海岸堤防・防潮堤 

数十年から百数十年に一度の津波から守ります。

 

災害危険区域

ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて「多重防御」による地域づくりを推進します。

津 波 避 難 場 所 ・ 避 難 階 段

イメージ イメージ イメージ

避難行動

■なぜ避難しなければならないの？

 堤防が整備された後でも、実際の津波の高さが堤防の高さを上回る可能性があります。
 津波の来襲を完全に予測することは難しいため、避難すべきかすべきでないかを即判断することは非常に困難です。
 大きな揺れの後に起こる津波の場合には、津波警報、避難指示等の伝達が津波の到達までに間に合わないことも考えられます。
だから迅速な避難が必要なのです。

■そこで、次のように避難するよう心がけてください。

 できるだけ津波浸水リスクの少ない高台や内陸を目指してください。
 避難する時間がない場合、近くの緊急一時避難場所や津波避難ビル※等を目指してください。

 自動車での避難は交通渋滞を招きますので、できるだけ徒歩で避難してください。
必ず避難所に逃げなければならないということではありません。より安全と思われる場所を選びましょう。

※緊急一時避難場所と津波避難ビルの場所は、ホームページをご覧ください。

震災後に新たに行う防災・減災対策


